
沖縄県内の畜産農家の皆様へ

配合飼料価格に対する支援のご案内

【補助の考え方】
R４年度における配合飼料農家負担額を基準として、R８年度

に上昇した配合飼料価格の一部（１/２以内）を補助します。

また、下記のうちいずれか低い額を補助単価とします。
①R4年度農家負担額から、R８年度各四半期における飼料価格
上昇分の１/２
②各四半期に設定した補助単価上限

沖縄県配合飼料価格差補助緊急対策事業

令和８年度においても、沖縄県では県内の畜産農家に対して
配合飼料価格の一部を補助する事業を継続しておこなうことと
しました。

沖縄県農林水産部畜産課飼料基盤班 TEL : 098-866-2269

補助対象と対象期間は？
配合飼料価格安定制度の対象となる配合飼料で、
令和８年４月～令和９年２月までの購入数量となります。

交付時期は？
第１四半期は令和８年10～11月、第２半期は同年12月、
第３・４四半期は令和９年３月に、
それぞれ交付される見込みとなっております。

上記②の各四半期の補助単価上限は？
令和８年４月～６月は、7,871円/t
令和８年７月～９月は、5,903円/t（前四半期の3/4）

令和８年10月～12月は､4,427円/t（前四半期の3/4）

令和９年１月～２月は、3,321円/t（前四半期の3/4）

対象となる畜産農家は？
配合飼料価格安定制度に加入している県内畜産農家です。
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